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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の深部体温と心拍数の変化をモニタリングすることにより使用者個人に向けて熱
中症発症の危険性を警報する熱中症警報装置であって、
　外耳道に挿入される耳栓部と耳介に面して位置する本体ケースとが一体化され、使用者
の外耳道と耳介とで保持可能な外観形状をなし、前記耳栓部には深部体温測定用の鼓膜温
センサと心拍数測定用の心拍センサが組み込まれ、前記鼓膜温センサは、赤外放射温度を
検知するサーモパイルであり、外耳道内に臨むように耳栓部の先端に設けられており、前
記心拍センサは、赤外光源と赤外フォトセンサとを外耳道面に対面するように耳栓部の側
壁に並置し、外耳道面における反射赤外線を捉える構造であって、前記本体ケースには、
鼓膜温センサからの深部体温情報と心拍センサからの心拍数情報に基づき熱ストレインを
評価し、その評価に応じて熱中症の警報を発する機器が内蔵されていることを特徴とする
耳栓型個人熱中症警報装置。
【請求項２】
　前記本体ケース内に、更に加速度センサを組み込み、作業者の歩行量・作業量を含めた
情報を取得可能とした請求項１記載の耳栓型個人熱中症警報装置。
【請求項３】
　前記本体ケースにはメモリカード挿入口が設けられ、測定データを記録可能で且つ使用
者の個別情報が記録されたメモリカードが装着可能であって、該メモリカードの挿入によ
って装置電源が投入され、該メモリカードの抜出によって装置電源が遮断されるスイッチ



(2) JP 4961618 B2 2012.6.27

10

20

30

40

50

機能を有している請求項１又は２記載の耳栓型個人熱中症警報装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも深部体温の変化をモニタリングすることにより使用者個人に向け
て熱中症発症の危険性を警報する熱中症警報装置に関し、更に詳しく述べると、外耳道に
挿入される耳栓部と耳介に面して位置する本体ケースとが一体化され、使用者の外耳道と
耳介とで保持可能な外観形状を呈する耳栓型個人熱中症警報装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　労働現場における平成１９年度の熱中症による死亡事例は１８件もあり、このうち１０
件が建設現場で発生している。建設現場は、直射日光下での作業も多く、急激に症状が悪
化し、最悪の場合、死に至る危険性が非常に高い。気象庁では、夏場における熱中症予防
を啓発するため、熱中症危険指数を発表しているが、熱中症危険指数はその作業環境によ
り大きく変化する。そのため、熱中症の根本的な予防には、自己の健康状況を的確に把握
し、症状が軽いうちに適切な処置対応を図ることに尽きる。
【０００３】
　過酷な暑熱環境下での作業における熱中症や過度の疲労を防止する対策としては、予め
作業限界に至るまでの時間（作業限界時間）を定めておき、それに基づいて実作業管理を
行う方法がある。なお、作業限界時間とは、例えば人工気候室において実作業を模擬した
一定強度の作業（踏み台昇降など）を行い、その時の心拍数及び体温を測定し、それらの
時間変化を基に予め設定された心拍数及び体温に達する時間を実測または予測することに
より設定される時間を言う。しかし、作業限界時間は実験等により求められた平均的な時
間であって、作業負荷及び環境並びに個人の身体的特性により変動する。そのため、実作
業に当たっては、適時、作業員に対してトランシーバー等を用い、疲労状況等の自覚症状
の確認を行うことにより作業管理を行っていた。しかしながら、本人の自己申告に基づく
主観的情報だけでは、疲労状況を厳密に捉えることが困難であった。
【０００４】
　ところで、熱中症発症の未然防止については、作業者の深部体温と心拍数の変化をモニ
タリングすることにより管理できることは、これまでにも実例（米国のＡＣＧＩＨ：Amer
ican Conference of Governmental Industrial Hygienists ）で確認されている。暑熱環
境下での作業における管理指数としては、例えば上記ＡＣＧＩＨの作業環境における物理
因子のＴＬＶｓ（Threshold Limit Values）があり、それによれば「深部体温が３８．０
℃（暑熱環境に馴化している場合は３８．５℃）を超える場合」、「心拍数が数分間継続
して〔１８０－年齢〕を超える場合」、「作業強度がピークに達した後１分間経過後の心
拍数が１１０以下に戻らない場合」などの兆候により、熱ストレインが許容限界を超えた
ことが判断できるとしている。なお、「熱ストレイン」とは、熱ストレス（労働に伴って
体内で産生される熱と体外の環境すなわち温度、相対湿度、輻射熱、及び気流、並びに衣
服等の複合効果によって決まる、労働者が曝露される正味の熱負荷のこと）によって生じ
る生理的な反応の総称のことである。
【０００５】
　このことを利用すると、作業管理を行っている現場責任者が、一人ひとりの作業員の深
部体温・心拍数を何らかの手法によりモニタリングし、それらの情報を基に所定の警報値
を超えた場合に、トランシーバ等により各作業員に対して作業中断（休息）の指示を行う
ような熱中症の予防システムが構築できる。しかし、このような集中的な管理では、現場
責任者の負担が非常に大きくなる。
【０００６】
　他方、従来技術として、何らかの行動をとろうとしている者、あるいは何らかの行動を
とっている者（それらを「ユーザ」と称する）を支援する「ユーザ支援装置」が提案され
ている（特許文献１参照）。この装置は、ユーザが知覚している情報であるユーザ外部情
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報、ユーザ自身の情報であるユーザ内部情報、ユーザ周辺の環境情報を取得し、それらの
情報に基づいてユーザの位置、姿勢、身体状態、及び精神状態など含むユーザ状態を判断
し、ユーザの行動、記録、及び思考などの支援を行うものである。具体的には、例えばユ
ーザ自身の発汗量や表情、ユーザ周辺の気温や空気中の成分等をセンサやカメラを使って
取得し、取得した情報を通信手段を介してコンピュータに送り、所定の処理を行って得ら
れる必要な情報をユーザに知らせることでユーザを支援するように構成されている。この
ようなユーザ支援の技術は、熱中症予防等の健康管理にも応用できる可能性がある。
【０００７】
　そこで本発明者等は、先に、深部体温や心拍数の変化をモニタリングすることにより熱
中症の危険性を警報する熱中症警報装置を開発した（特願２００７－２８３５２２号）。
この熱中症警告装置は、メモリ、マイクロプロセッサ及び外部との信号送受信用無線モジ
ュールを含む集積回路と、該マイクロプロセッサから与えられる情報を外部に送信すると
共に、外部からの情報を作業員に伝えるための手段と、作業員の深部体温を測定するセン
サ及び心拍数を測定するセンサと、危険区域の外に置かれた外部コンピュータを備え、前
記計測センサによって測定された作業員の深部体温及び心拍数を、アンテナを介して外部
コンピュータに送信し、外部コンピュータにおいて予め設定されている深部体温及び心拍
数に関する閾値（熱中症警告値）と比較し、熱中症の危険度が高い場合には、外部コンピ
ュータの画面上に警告または警報表示を行い、それを監視している現場責任者を介して作
業員に警告等を発するように構成されている。
【０００８】
　しかし、この熱中症警報装置は防護服の着用を前提としている。従って、核燃料物質の
取り扱い、アスベストやダイオキシンなどの有害物質の取り扱い、あるいは消火活動など
のように、作業にあたって防護服を着用する必要のある現場での作業員の熱中症予防対策
・健康管理には有用であるが、一般の建設現場のように防護服の着用を必要としない場合
には対応できない。つまり、汎用性に乏しい。しかも、胸元もしくは背中に装着した本体
機能部（データロガー部及び電源部などのユニット）と測定用のセンサとが分離している
ため、信号線を長く引き回して相互接続しなければならない。そのため、装置が大型化し
装着時に若干の苦痛が伴うばかりでなく、作業内容によっては引き回した信号線が作業の
妨げとなったり、作業中に信号線を引っ掛ける等して予期せぬ引っ張り力が加わることで
身体に装着していたセンサが脱落する恐れがあった。
【０００９】
　また、この場合も、各作業員が装着しているセンサから取得した客観的な情報を基に、
外部コンピュータで集中的に健康管理（熱中症管理）を行い、作業を管理している現場責
任者が各作業員に指示を与える点には変わりはなく、大掛かりなシステムとなることは避
けられない。
【００１０】
【特許文献１】特開２００５－３１５８０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明が解決しようとする課題は、熱中症警報装置を、防護服着用の有無に関わらず、
また作業環境の如何を問わず、誰でも使用できるように（即ち汎用性に富むように）する
ことである。本発明が解決しようとする他の課題は、装置を小型化・軽量化すると共に、
信号線の引き回しを無くすか、あるいは最小限に止めることで、各種作業に支障を来さな
いようにすることである。本発明が解決しようとする更に他の課題は、使用者個人に向け
て直接警報を発するようにし、大掛かりなシステムを組むことなく、装置単独で使用でき
るようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、使用者の深部体温及び心拍数の変化をモニタリングすることにより使用者個
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人に向けて熱中症発症の危険性を警報する熱中症警報装置であって、外耳道に挿入される
耳栓部と耳介に面して位置する本体ケースとが一体化され、使用者の外耳道と耳介とで保
持可能な外観形状をなし、前記耳栓部には深部体温測定用の鼓膜温センサが組み込まれ、
該鼓膜温センサの他に心拍数測定用の心拍センサを備え、前記本体ケースには、鼓膜温セ
ンサからの深部体温情報と心拍センサからの心拍数情報に基づき熱ストレインを評価し、
その評価に応じて熱中症の警報を発する機器が内蔵されていることを特徴とする耳栓型個
人熱中症警報装置である。ここで鼓膜温センサは、赤外放射温度を検知するサーモパイル
（熱電錐）であり、外耳道内に臨むように耳栓部の先端に設けられる。
【００１４】
　心拍センサは、赤外光源と赤外フォトセンサとを外耳道面に対面するように耳栓部の側
壁に並置し、外耳道面における反射赤外線を捉える構造とする。

                                                                                
【００１５】
　また、本体ケース内に加速度センサを組み込み、作業者の歩行量・作業量を含めた情報
を取得可能な構成を付加することもできる。
【００１６】
　本体ケースにはメモリカード挿入口が設けられ、測定データを記録可能で且つ使用者の
個別情報（年齢・暑熱環境への馴化情報など）が記録されたメモリカードが装着可能であ
って、該メモリカードの挿入によって装置電源が投入され、該メモリカードの抜出によっ
て装置電源が遮断されるスイッチ機能を持たせ、本体ケースの外側には電源スイッチを設
けない構成が好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の耳栓型個人熱中症警報装置は、耳栓部と本体ケースとを一体化し、使用者の外
耳道と耳介とで保持可能な外観形状をなし、前記耳栓部には深部体温測定用の鼓膜温セン
サが組み込まれ、前記本体ケースには鼓膜温センサからの情報に基づき熱ストレインを評
価し、その評価に応じて警報を発する機器が内蔵されている構成なので、小型化・軽量化
できるし、それ自体で使用者個人に向けて熱中症発症の危険性を直接警報することができ
る。本装置は、基本的に単体で使用されるものであるから、無線通信機能などは不要であ
り、安価に製造できるし、どのような作業現場でも直ちに対応でき動作の信頼性も高く、
維持管理も容易である。
【００１８】
　本発明装置は、防護服の着用を前提としないため、作業にあたって防護服を着用する必
要のある現場での作業員の健康管理のみならず、特に炎天下の屋内外（建設現場など）で
の作業員の健康管理、あるいは屋外で運動する児童生徒なども使用でき、極めて汎用性に
富む。本装置の装着に際しては、耳栓部を外耳道に挿入し、外耳道と耳介とで装置を保持
するだけなので、誰でも簡単に使用でき、各種作業を行う際に、あるいは運動を行う際に
支障を来す恐れもない。
【００１９】
　本発明装置は、基本的には使用者個人に対して熱中症の危険性を警報するものであるか
ら、計測したデータを集中管理し監視する安全管理者は不要であり、作業責任者の負担を
軽減できるし、システム的にも著しく簡素化できる。また、警報の有無を、本体ケースの
外側に設けたＬＥＤなどでも表示するように構成すれば、装置を着用した作業員が意図的
に警報を無視したとしても周囲の共同作業者が状況を把握することができるため、第三者
による注意・指導が可能となる。これにより迅速に適切な処置対応を図ることができ、安
全性の更なる向上が期待できる。
【００２０】
　また、深部体温測定用の鼓膜温センサの他に心拍数測定用の心拍センサを設ける場合で
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も、該心拍センサを耳栓部に組み込めば、信号線の引き出しを完全に無くすことができ、
単一で完結した構造にできる。なお、心拍センサを耳朶に挟んで測定するような方式とし
ても、信号線の引き回しは耳周辺での最小限で済み、作業や運動の邪魔になるようなこと
は殆どない。
【００２１】
　更に、装置内に加速度センサを内蔵させれば、作業者の歩行量・作業量などを含めて作
業管理に有用な情報が取得可能となる。これによって、作業現場における個人レベルでの
作業性・生産性管理を適切に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明に係る耳栓型個人熱中症警報装置の外観を図１に示す。本装置は、外耳道に挿入
される筒状の耳栓部１０と耳介に面して位置する膨出した本体ケース１２とが連続一体化
した構造である。耳栓部１０には深部体温測定用の鼓膜温センサと心拍数測定用の心拍セ
ンサが組み込まれ、本体ケース１２には鼓膜温センサと心拍センサからの情報を処理して
高温環境における熱ストレインを評価し、その評価に応じて警報を発する機器が内蔵され
ている。本装置は、深部体温と心拍数の変化をモニタリングし、熱中症発症の危険性が認
められた時に使用者個人に向けて警報を発する。図１において、符号１４はメモリカード
挿入口、符号１６は警報用のＬＥＤ、符号１８は電池交換口を示している。
【００２３】
　本装置の装着状況を図２に示す。本装置は、耳栓部１０を外耳道に挿入し、本体ケース
１２を耳介に当接させるような状態で使用するものであり、作業者の外耳道と耳介とによ
って保持される。なお、耳掛け式のような補助的な装着具を併用するような構成も可能で
ある。
【００２４】
　鼓膜温センサは、赤外放射温度を検知するサーモパイル（熱電錐）であり、外耳道内に
臨むように耳栓部の先端に設ける。深部体温については、一般的には直腸温が測定される
が、直腸温の測定にあたっては肛門から直腸にセンサを挿入する必要があり、作業者に対
する精神的・肉体的負担は極めて大きい。本装置では、作業者に対する精神的・肉体的負
担を限りなく小さくすることにより、作業員が装置を装着することに対する合意（同意）
が得られると共に、深部体温を合理的に測定できる手法として鼓膜温を測定することとし
ている。なお、鼓膜温は、体温の調節中枢である脳の視床下部を灌流する血流温を最も反
映すると言われており、外耳道内に向けたサーモパイルで測定することができる。
【００２５】
　心拍センサは、赤外光源と赤外フォトセンサとを外耳道面に対面するように耳栓部の側
壁に並置し、外耳道面における反射赤外線を捉える構造である。血液は波長９００ｎｍ付
近の光は通過させない。血流は心臓の鼓動により体内を巡っており、赤外線を照射したと
き、皮膚の表面から反射した赤外線あるいは皮膚を透過した赤外線の強弱は心臓の鼓動に
比例する。そこで、ここでは反射赤外線を検知することで心拍数を測定するように構成し
ている。
【実施例】
【００２６】
　図３は本発明に係る耳栓型個人熱中症警報装置の一実施例を示す説明図であり、（ａ）
～（ｃ）は、装置の内部構造を示す（ｄ）のＡ～Ｃ矢視外観図である。本装置は、外耳道
に挿入される円筒状の耳栓部１０と耳介に面して位置する二つ割り構造の本体ケース１２
とが連続一体化し、作業者の外耳道と耳介とで保持可能な外観形状をなしている。機能的
に、この状態で完結しており、本装置を耳に差し込むだけで、信号線などを引き回すこと
なく使用できる。
【００２７】
　耳栓部１０には、深部体温測定用の鼓膜温センサ２０と心拍数測定用の心拍センサ２２
が内蔵されている。ここで、鼓膜温センサ２０は、赤外放射温度を検知するサーモパイル
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（熱電錐）であり、耳栓部１０の先端に外耳道内を臨むように組み込まれる。また、心拍
センサ２２は、赤外ＬＥＤ２２ａと赤外フォトセンサ２２ｂとの組み合わせからなり、耳
栓部の側壁に外耳道面２４に対向し、互いにやや内向きに傾くように組み込まれ、外耳道
面における反射赤外線を捉える構成である。本実施例では、赤外ＬＥＤ２２ａから外耳道
面２４に向けて矢印で示すように赤外線を照射し、外耳道面２４からの反射赤外線を赤外
フォトセンサ２２ｂで検出する反射赤外線法を用いており、それによって心拍センサ２２
の耳栓部１０内への組み込みを可能にしている。更に、耳栓部１０の内部には、鼓膜温セ
ンサ用のＡ／Ｄ変換器２６と心拍センサ用のＡ／Ｄ変換器２８も組み込まれる。
【００２８】
　本体ケース１２には、鼓膜温センサと心拍センサからの情報を処理して高温環境におけ
る熱ストレインを評価し、その評価に応じて警報を発する機器が内蔵されている。機器類
は、基板３０に搭載される。基板の詳細を図４に示す。基板に搭載される機器類は、ＣＰ
ＵやＲＴＣなどのＩＣ部品の他、電源となるボタン型電池３２、作業者の個別情報を記録
し着脱自在のメモリカード３４、警報用のＬＥＤ１６、警報用の発音体（スピーカあるい
はブザー）３６などである。ボタン型電池３２は、本体ケース１２の外側面の電池交換口
１８を開閉することで脱着交換可能である。警報用のＬＥＤ１６も、本体ケース１２の外
側面に位置し、やや突出するように設けられる。メモリカード３４は、本体ケース１２の
側面に開口するメモリカード挿入口１４から挿入・抜出可能になっている。ここでは、基
板３０に加速度センサ３８も組み込んである。
【００２９】
　図５は、回路ブロックを簡略化して示している。鼓膜温センサ２０による検出出力は、
Ａ／Ｄ変換器２６でデジタル信号に変換され、ＣＰＵを含む情報処理部４０に送られる。
心拍センサ２２からの検出出力も、Ａ／Ｄ変換器２８でデジタル信号に変換され、情報処
理部４０に送られる。更に加速度センサ３８からの検出出力も、Ａ／Ｄ変換器４２でデジ
タル信号に変換され、情報処理部４０に送られる。情報処理部４０では、鼓膜温センサ２
０からの情報を基に深部体温を算出し、心拍センサ２２から得られる情報を基に心拍数を
算出する。これら深部体温と心拍数の変化を常時モニタリングし、各センサからの情報を
処理して高温環境における熱ストレインを評価する。なお、熱ストレインの評価に際して
は、メモリカード３４に記録されている作業者の個別情報（年齢や馴化情報など）も参照
される。これらの機器は、ボタン型電池３２から供給される電力により駆動される。
【００３０】
　評価の結果、深部体温・心拍数があらかじめ設定されている閾値を超えた場合、作業員
に対して、発音体３６から警報音やアナウンス（例えば、「体温が上昇しています。休息
・飲水してください。」や「熱中症の危険があります。作業を直ちに中断して下さい。」
など）を発生させると共に、警報用のＬＥＤ１６を点滅させ、本人及び周囲の共同作業者
等に注意勧告を行う。なお、閾値は、前述したＡＣＧＩＨ等による暑熱環境下での作業に
おける管理指標などに基づき適宜決定すればよい。勿論、実際の使用環境なども参考にし
て必要に応じて修正変更してもよい。
【００３１】
　警報用のＬＥＤの点滅によって、本人以外の第三者（管理者や周囲の共同作業者）に対
しても装置を装着している作業者の熱中症発症の危険性を知らせることができる。深部体
温や心拍数、加速度などの情報を、経時的にメモリカード３４に記録する。作業終了後、
メモリカード３４に記録されている情報を基に、作業環境の改善（作業改善前後の比較評
価）を行うことができ、また、万が一、熱中症に罹患した場合でも、直前の体温や心拍数
といった情報を医療機関に提供することが可能となり、適切な応急処置対応に活用するこ
とができる。
【００３２】
　本実施例では、本体ケースには格別の電源スイッチを設けていない。メモリカード３４
を挿入したときに自動的に電源が投入され、メモリカード３４を抜出したときに電源が遮
断するように、該メモリカード３４の挿入・抜出が装置のスイッチ機能を果たすように構
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成している。このようにするとスイッチの誤動作を防止でき、信頼性が向上し、小型化に
も寄与する。
【００３３】
　本装置による処理フローの一例を図６に示す。（ａ）は開始手順、（ｂ）は深部体温チ
ェック手順、（ｃ）は心拍数チェック手順、（ｄ）は終了手順である。この処理フローで
は、深部体温と心拍数のチェックを並行して行うように構成している。
【００３４】
（ａ）開始手順
　メモリカードへの使用者情報の入力：予め、作業者毎に、作業者の情報（年齢・暑熱環
境への馴化情報など）をメモリカードに入力しておく。
　メモリカード挿入（電源投入）：メモリカードを装置のカード挿入口に挿入することに
よって、電源が投入される。
　装置初期化・自己診断：メモリカードの使用者情報を読み込み、それを基に装置の初期
化が行われ、作業者毎に条件設定を行う。また、電源チェックなど自己診断を行う。電源
電圧が規定値以下に低下している場合は、ＬＥＤを点滅させ、電池交換を促す。
　装置装着：装置の耳栓部を作業者の外耳道に挿入し、装置を外耳道と耳介とによって保
持する。
　モニタリング開始（作業開始）：深部体温と心拍数のモニタリングが開始される。この
状態で、作業を開始してよい。
【００３５】
（ｂ）深部体温チェック手順
　作業開始：
　鼓膜温＞第１閾値で継続性あり？：鼓膜温の第１閾値は３７．５℃（暑熱環境に馴化し
ている作業者に対しては３８．０℃）に、継続時間は３分間に設定する。鼓膜温が第１閾
値を超え、それが３分間継続するか否かをチェックする。その第１基準に達していない間
は作業を継続する。第１基準に達した場合には注意勧告を行う。
　注意勧告：作業者本人に対する注意勧告としては、例えば「体温が上昇しています。日
陰で休息、もしくは水分を補給しましょう。」などの音声指示、あるいはブザー音を発す
る。また、周囲の作業者に対する注意勧告として、警報用のＬＥＤがゆっくり点滅する。
この注意勧告に基づき、自己判断により、作業を中断するか、あるいは作業を継続する。
　作業継続：そのまま作業を継続する。
　鼓膜温＞第２閾値で継続性あり？：鼓膜温の第２閾値は３８．０℃（暑熱環境に馴化し
ている作業者に対しては３８．５℃）に、継続時間は３分間に設定する。鼓膜温が第２閾
値を超え、それが３分間継続するか否かをチェックする。その第２基準に達していなけれ
ば作業を継続する。第２基準に達した場合には警報を発する。
　警報：作業者本人に対する警報としては、例えば「体温が著しく上昇しています。直ち
に作業を中断して下さい。」などの音声指示、あるいはブザー音を発する。周囲の作業者
に対する警報としては、警報用のＬＥＤが激しく点滅する。この警報に基づき、直ちに作
業を中断する。
　上記のステップで作業を中断した場合、そのまま作業を終了するか、もしくは休息に入
る。十分な休息をとった後は、再び作業開始のステップに戻ることになる。
【００３６】
（ｃ）心拍数チェック手順
　作業開始：
　心拍数＞第１閾値で継続性あり？：心拍数の第１閾値は（１８０－年齢）×０．９に、
継続時間は３分間に設定する。心拍数が第１閾値を超え、それが３分間継続するか否かを
チェックする。その第１基準に達していなければ作業を継続する。第１基準に達した場合
には注意勧告を行う。
　注意勧告：作業者本人に対する注意勧告としては、例えば「心拍数が上昇しています。
日陰で休息、もしくは水分を補給しましょう。」などの音声指示、あるいはブザー音を発
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する。周囲の作業者に対する注意勧告として、警報用のＬＥＤがゆっくり点滅する。この
注意勧告に基づき、自己判断により、作業を中断するか、あるいは作業を継続する。
　作業継続：そのまま作業を継続する。
　心拍数＞第２閾値で継続性あり？：心拍数の第２閾値は（１８０－年齢）に、継続時間
は３分間に設定する。心拍数が第２閾値を超え、それが３分間継続するか否かをチェック
する。その第２基準に達していなければ作業を継続する。第２基準に達した場合には警報
を発する。
　警報：作業者本人に対する警報としては、例えば「心拍数が著しく上昇しています。直
ちに作業を中断して下さい。」などの音声指示、あるいはブザー音を発する。周囲の作業
者に対する警報として、警報用のＬＥＤが激しく点滅する。この警報に基づき、直ちに作
業を中断する。
　上記のステップで作業を中断した場合、そのまま作業を終了するか、もしくは休息に入
る。十分な休息をとった後は、再び作業開始のステップに戻ることになる。
【００３７】
（ｄ）終了手順
　作業終了：
　装置取り外し：装置を作業者の耳から取り外す。深部体温と心拍数のモニタリングが終
了する。
　メモリカード抜出（電源遮断）：装置からメモリカードを抜き出す。これによって電源
が遮断される。
　作業評価：作業終了後にメモリカードに記録された作業者の深部体温及び心拍数等の情
報を吸い上げ、コンピュータによりその経時変化を見ることによって作業内容、作業方法
及び作業環境等の課題を事後評価することが可能となる。更に、作業内容、作業方法及び
作業環境等の改善前後の効果を定量的に評価することもできる。また、加速度センサを内
蔵している場合には、加速度データにより作業内容・作業強度なども同時に評価できる。
【００３８】
　以上、本発明の好ましい実施例について詳述したが、本発明はかかる構成のみに限定さ
れるものではない。上記実施例のように加速度センサを組み込むと、該加速度センサによ
り得られた情報は、主として作業管理のために用いることができる。更に、装置内に更に
無線ユニットやＧＰＳを組み込むと、熱中症あるいはその他の疾患により倒れてしまい動
作が一定時間検知できない場合に、装置から集中管理システム側に異常通知を行うように
構成でき、それによって作業者の異常を早期に第三者が検知できるような応用も可能であ
る（誰が何処で動けなくなっているのかを第三者が迅速に検知することができる）。
【００３９】
　深部体温チェック手順における鼓膜温の判断基準（閾値や継続時間）の設定、及び心拍
数チェック手順における心拍数の判断基準（閾値や継続時間）の設定は、上記の値に限ら
れるものではなく、実験的にあるいは経験的に求められた管理指標に基づいて、または実
際の作業環境に基づいて、適宜設定してもよい。また、注意勧告と警報の２段階としてい
るが、警報のみの１段階でもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明に係る耳栓型個人熱中症警報装置の外観図。
【図２】その装着状況を示す説明図。
【図３】本発明に係る耳栓型個人熱中症警報装置の一実施例を示す説明図。
【図４】それに用いる基板の説明図。
【図５】その装置の簡略化した回路ブロック図。
【図６】その装置の処理フローを示す図。
【符号の説明】
【００４１】
  １０　耳栓部
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　１２　本体ケース
　１４　メモリカード挿入口
　１６　警報用のＬＥＤ
　１８　電池交換口
　２０　鼓膜温センサ
　２２　心拍センサ
　３０　基板
　３２　ボタン型電池
　３４　メモリカード
　３６　警報用の発音体

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】
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